
「指定管理者制度についての運用指針」に基づく公の施設の分類 平成17(2005)年5月20日現在

基本的な立場 現行 　　公の施設 　　　募集の方法等

A a

※今後の新設施設の多くが対象 3
(　)内の施設は既に指定管理者制度を適用済
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③その他合理的な理由がある場合

f
Ｃ

92

g

212

　　　　　施設総数340 ･･･管理運営形態(A指定管理：３　B管理委託：33　C直営：304)

＊公の施設の(　)内の数字は施設数。

設置条例
に管理委
託条項が
ある施設

地域住民のコミュニティ活動や消費者活動
等の基盤施設において、市民による管理運
営団体が設立され、管理が行われる場合

交流活動館、障害者支援交流センター、在宅介護支援センター(2)、総合
福祉会館、高齢者いこいの家、保健センター、休日急病診療所、いずみ
母子ホーム、わかたけ園、杉の子学園、児童会館(10)、保育園(18)、留
守家庭児童育成室(36)、やすらぎ苑、市有墓地(5)、公園(121)、市民病
院、教育センター、図書館(6)、博物館、少年自然の家

介護老人保健施設、資源リサイクルセンター、文化会館

施設数

　
　
　
公
　
の
　
施
　
設

　

原則として民間
事業者を含む法
人その他の団体
のうち、施設の
設置目的を最も
効果的に達成す
ることができる
と認められる団
体を指定する

直
　
　
　
　
営

現在、直営で管理している施設についても、今後、
指定管理者制度の導入の趣旨を踏まえ、管理の方法
について検討していく

男女共同参画センター、保健会館、市営住宅(17)、自転車駐車場(30)、
地区公民館(29)、青少年野外活動センター、青少年クリエイティブセン
ター、スポーツグラウンド(4)、中の島都市公園有料施設、市民体育館
(5)、武道館、総合運動場

歴史文化まちづくりセンター、地区市民ホール(8)、
コミュニティプラザ(2)、消費生活センター

（南山田市民ギャラリー）、（岸部中グループホーム）、
（岸部中デイサービスセンター）
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デイサービスセンター（社会福祉協議会）(2）

＊道路、自動車駐車場、幼稚園、小・中学校は、個別法で管理者が限定。

公      募

②介護保険サービス施設であり､公募によ
り選定された社会福祉法人に対し管理委託
が現に行われている場合

デイサービスセンター（社会福祉法人）(3)
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①市が公の施設を管理するために設立した
外郭団体及び社会福祉協議会による管理運
営が現に行われている場合

市民会館、市民センター(4)、山田ふれあい文化センター、
勤労者会館、花とみどりの情報センター、勤労青少年ホーム、
市民プール(4)　　　　　　　　　　　　　　以上は施設管理公社
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